
午前１０時 開議

○議長（堀口武視君） ただいまから平成１６年第

２回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１３番 稲留照雄君、１

４番 南 良徳君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、泉南監報告第４号 例月現金

出納検査結果報告から日程第６、泉南監報告第８

号 例月現金出納検査結果報告までの以上５件を

一括議題といたします。

本５件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 島原正嗣君。

○監査委員（島原正嗣君） 皆さんおはようござい

ます。連日御苦労さまでございます。それでは、

議長の御指名をいただきましたので、ただいまか

ら平成１６年１月分から４月分までの例月現金出

納検査を執行しました結果を報告いたします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

きまして、平成１６年１月、２月分は平成１６年

３月３０日に、３月、４月分は平成１６年５月２

６日に、井上監査委員と私が検査を執行いたしま

した。これについては、一般会計、特別会計等収

入役扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中

心に出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在

高等について収支内容を照合したところ、いずれ

も符合いたしており、出納は適正に行われていた

ものと認定をいたします。

以上、甚だ簡単でございますが、検査報告とい

たします。

○議長（堀口武視君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。――――質疑等な

しと認めます。

以上で監査報告５件の報告を終わります。

次に、日程第７、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（泉南市市税賦課徴収条例の一

部を改正する条例の制定について）及び日程第８、

報告第２号 専決処分の承認を求めるについて

－１６８－

（泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について）の以上２件を一括議題と

いたします。

ただいま一括上程いたしました報告２件につき

ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま一括上程されまし

た報告第１号、専決処分の承認を求めるについて、

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の

制定及び報告第２号、専決処分の承認を求めるに

ついて、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を

改正する条例の制定につきまして御説明申し上げ

ます。

これらの報告につきましては、地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき専決処分いたしまし

た泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

及び泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正

する条例につきまして、同条第３項の規定により

議会に報告し、承認を求めるものであります。

これらの専決理由につきましては、地方税法及

び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す

る法律の一部を改正する法律が平成１６年３月３

１日に公布され、４月１日から施行されることと

なったため、本市関係条例においてもこれに合わ

せて所要の措置を講ずる必要から、３月３１日を

もって専決処分したものであります。

それでは、まず報告第１号、泉南市市税賦課徴

収条例の一部を改正する条例について御説明申し

上げます。議案書５ページから１４ページを御参

照願います。

まず最初に、個人市民税関係についてでござい

ます。５ページでございますが、まず１点目は、

個人市民税の均等割額の見直しでありますが、市

町村民税の均等割につきましては、人口段階別に

年税額２，０００円、２，５００円、３，０００円の３

段階に税率区分されておりますが、今回の改正で

この税率区分が廃止されまして、税率が年額３，０

００円に統一されるものであります。本市の場合、

現行の２，５００円から３，０００円に変更されるこ

ととなり、平成１６年度課税分の個人市民税から

適用されることとなるものであります。

また、市民税均等割の納税義務を負う夫と生計



を一にする妻で夫と同じ市町村内に住所を有する

者に対しましては、所得額にかかわらず均等割が

課税されない非課税措置が講じられておりました

が、この非課税措置が平成１７年度課税分の市民

税から廃止され、平成１７年度課税分については

１，５００円、平成１８年度課税分からは３，０００

円の均等割が課されることとなるものであります。

次に、２点目でございますけれども、これも５

ページでございますが、個人市民税の所得割及び

均等割の非課税限度額の引き下げでありますが、

これは生活保護基準額及び生活扶助基準額の引き

下げに伴いまして、個人市民税の所得割の非課税

限度額及び均等割の非課税限度額を引き下げるも

のであります。

所得割の非課税限度額の引き下げにつきまして

は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合

に適用されております加算額を１万円引き下げ３

５万円に、また均等割の非課税限度額につきまし

ては、この加算額を２万円引き下げ２０万円とす

るものであります。

なお、この改正は平成１７年度課税分の市民税

から適用されるものであります。

次に、３点目は１０ページでございますけれど

も、土地家屋等の譲渡所得に係る個人市民税の税

率の引き下げでありますが、これは不動産取引等

の促進を図るために、取得の日から所有期間が５

年を超えた土地、建物の長期譲渡所得について１

００万円の特別控除を廃止し、個人市民税の税率

を現行の１００分の４から１００分の３．４に引き

下げるものであります。

また、長期譲渡所得のうち優良なる住宅地の造

成等のため土地を譲渡した場合の課税の特例に係

る税率が、従来４，０００万円以下の部分について

１００分の３．４、４，０００万円を超える部分につ

いて１００分の４であったものをその税率区分及

び税率を変更し、２，０００万円以下の部分につい

て１００分の２．７、２，０００万円を超える部分に

ついて１００分の３．４とし、その特例の適用期間

を平成１７年度分から平成２１年度分まで５年間

延長するものであります。

また、取得の日から所有期間が５年未満の土地、

建物等を譲渡したことによる所得であります短期

－１６９－

譲渡所得につきましても、現行の市民税１００分

の９または全額総合課税した場合の上積み税額の

１００分の１１０相当額のいずれか多い方の金額

で課税していたものを一律１００分の６に引き下

げられたものであります。

国、地方公共団体に対する譲渡につきましても、

現行の市民税１００分の４または全額総合課税し

た場合の税額のいずれか多い方の金額で課税して

いたものを１００分の３．４に引き下げられたもの

であります。また、土地、建物等の譲渡所得の計

算上生じる損失の金額につきましては、土地、建

物等の譲渡による以外の所得との通算が適用され

なくなったものであります。

４点目は、居住用財産の譲渡損失の繰越控除制

度の創設でありますが、居住用財産を買いかえた

場合、譲渡財産と買いかえ財産の間の譲渡損失が

生じたときは、翌年度以降３年間の繰越控除が認

められておりますが、今回の改正によりまして、

居住用財産の買いかえにつきましては、譲渡した

資産に住宅ローンの残高を有することが条件とさ

れていましたが、その要件を撤廃し、制度の拡大

を行ったものであります。

加えまして、賃貸住宅への住みかえにつきまし

ても、譲渡損失が生じた場合には、住宅ローンの

残高がある場合に限りまして繰越控除制度が適用

されるものであります。これらは平成１７年度課

税分の市民税から適用されるものであります。

最後に、固定資産税関係でありますけれども、

家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するた

めに取りつけた附帯設備につきましては償却資産

とみなし、当該施設を取りつけた者を所有者とし

て固定資産税を課すことができる旨の関係規定の

整備を行うものであり、平成１６年４月１日以降

の取りつけた附帯設備に適用するものであります。

以上、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例の説明とさせていただきます。

次に、報告第２号の泉南市都市計画税賦課徴収

条例の一部を改正する条例についてご説明申し上

げます。

議案書１９ページをお開き願います。今回の改

正は、地方税法等の法律が改正されたことに伴い

まして、当該法律の規定を関係条例中において引



用している部分について所要の調整を行うため改

正したものであります。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

○議長（堀口武視君） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。――――真砂議員。

○２１番（真砂 満君） 報告案件でございますか

ら、１点に絞って質問さしていただきたいと思い

ます。

これは先ほど助役の方から提案理由が述べられ

まして、３月３１日に公布をされ４月１日に実施

ということで、議会を開催するいとまがないとい

うことでございます。これは了とするわけでござ

いますけれども、要はこの６月議会までにこの法

改正の趣旨の説明を我々にどのような手法を使っ

て周知をされたのか、そこらが疑問になってくる

わけですね。

というのは、もう４月１日からこれが実施をさ

れていくわけですから、当然正式には３月３１日

公布をされるということでありますけれども、行

政におかれましては、一定事前にこういった情報

等も流れているというふうには理解をしてるんで

すが、実際にこの定例会前に確かに各常任委員会

の方に報告があったというふうに思うんですけど

も、４月１日からこの６月議会、常任委員会まで

の間ですね。どのような手法で議会の方に周知を

されたのか、お示しをいただきたいと思います。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 今回の税制改正でござ

いますが、これは毎年あることでございますが、

３月３１日公布されて４月１日から適用されると

いうことで、今年度の適用分につきましては、私

たち議会の開催前の事前の説明会で初めて議長初

め議会の皆さん方に御説明さしていただいたとこ

ろでございます。

４月１日以降、正確にはわかりにくい部分とい

うのもございますが、今後その辺正確な部分がわ

かった段階で事前にもっと早く説明さしていただ

きたいと考えておりますので、その点よろしくお

願いいたします。

○議長（堀口武視君） 真砂議員。

－１７０－

○２１番（真砂 満君） 従前から行政と議会との

あり方について議論さしていただいてるところで

ございますけども、実際４月１日に法改正をされ

てわかりづらい部分、確かにあるというふうには

思いますけども、ただ執行される中で、４月１日

にわかりづらいではやっぱり不都合があるわけで

すから、その辺は現実問題としてあったとしても、

部長の方からわかりづらいから説明ができないん

だみたいな話になると、また問題が違うんではな

いのかなというふうに思います。

それと、４月１日に施行されて６月、これ３カ

月あるわけですから、議会との関係からいえば当

然議会議員の方にも周知をさす、してもらうとい

う努力は当然必要だというふうに思うんです。今

回の議会の事前の説明では、もう既に広報の方に

この部分はたしか出てたと思うんですね。

我々、市民から広報を見て問い合わせをしてい

ただいても、何ら答えすらできない部分というの

はあったわけで、そういうあり方であると困るわ

けですし、議会の運営上も報告案件でこの本会議

場で従前のようにかんかんがくがくするのはいか

がなものかなというふうに私自身思ってるところ

でありまして、その辺はもっと事前に議会議員の

方に説明をすべきではないのかなと。

一応財務部長の方から今後はというお話がござ

いましたので、それに期待をしたいと思うんです

が、毎年こういった改正もあるというふうに今お

聞きをいたしましたので、本当に今後はそういっ

たことできちっと議会の方に提示をしていただけ

るのかどうか、再度お聞きをして終わりたいと思

います。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 専決処分した報告につきま

しては、従来から今のようなスタイルでやってお

りましたけれども、しかし内容が非常に市民と密

着したものでございますし、また当然、議員各位

知っていただかなければいけない内容でございま

すんで、先般代表者会議でも議長の方から、こう

いういろんな動きについては、速やかにタイムリ

ーにやっぱり報告するようにという御注意もいた

だいておりますので、今後はそういうことで我々

の方も情報をキャッチした段階、あるいはこうい



う緊急に専決をした場合には、速やかに常任委員

会を中心に御報告をさせていただきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 今回の条例の改正の部分

は、１つは、今度政府が個人住民税の均等割見直

し住民税、これは増税という性格があるんですけ

ど、それともう１つは、１９４８年の地方税法が

改正施行されて以来、夫と妻は同一生計というこ

とで、今まで妻には均等税はかからなかったんで

すけど、それが課税されるということで、これも

地方税法では大きな改革になるんです。

その２点の中で１つお伺いしたいのは、１つは

住民税、人口規模が大体５万以下、５万を超えて

５０万ということで、これの差をなくすというこ

とで２，５００円を３，０００円にするというんです

けど、大体泉南市民の中でどの程度の人たちにこ

れが課税され、年額はどの程度になるのか。

それから、もう１つ、たしかこれは何も市民税

の３，０００円だけでなく都道府県分もあると思う

んですけど、都道府県分を含むと大体幾らになる

のか、それをちょっとお伺いしたいです。

それから、妻の問題です。これも大体課税世帯

は何人ぐらいで、どの程度の年の増税になるのか。

それから、もう１つは控除の分ですけど、１２

条２項の２２万円から２０万円、それから附則４

条第１項中の３６万から３５万、わずかですけど

ね。これは世帯数で大体どの程度の年収になるの

か、それをちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 今回、個人住民税関係

でそれぞれ均等割の非課税の限度額、あるいは所

得割の限度額等改正されまして、御質問のうち個

人住民税の市民税の均等割の１５条関係なんです

が、従来２，５００円でございました、泉南市の場

合。それが全国的に一律に５００円上がりまして

３，０００円というふうになっております。そして、

対象者でございますが、約２万人ということで、

影響額として年間１，０００万円というふうになっ

ております。

そして、ほかに府民税がかかってくるわけなん

－１７１－

ですが、これは１，０００円で据え置きということ

でございますので、実質市府民税で３，５００円か

ら４，０００円になったということです。

そして次に、これまで生計を同一にしていた配

偶者、例えば妻に対しましては非課税とされてお

りましたが、今回それも１７年度から適用される

ということになりました。

これに伴います対象者でございますが、これは

１５年度のデータですので約２，７００人、そして

影響額といたしましては、１７年度が１，５００円

になりますので約４００万円、１８年度が３，００

０円ということですので約８００万円となってお

ります。

そして次に、均等割と所得割の非課税の限度額

ということで、この対象者につきましては、現在

電算の中へその対象者をつかむプログラムといい

ますか、そのデータが入っておりませんので、そ

の対象者はちょっと把握できませんが、標準世帯

の場合で申しますと、夫と収入のない妻ですね、

子供２人の４人家族の場合でございますが、均等

割の非課税の限度額が収入で２４０万３，０００円

から２３７万１，０００円、３万２，０００円の引き

下げとなっております。

所得割の非課税限度額でございますが、夫と収

入のない妻、子供２人の４人家族の場合でござい

ますが、収入で２７７万２，０００円から２７６万

７，０００円と５，０００円の引き下げというふうに

なっております。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 控除の方は額はわかるん

ですけど、これは影響額とか、あるいはちょっと

わからないということやね、今それについては。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 控除の額でございます

が、プログラムの中で対象者という把握のプログ

ラムができておりませんので、その辺ちょっと把

握できませんので、影響額については現在把握い

たしておりません。

以上です。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 先ほど真砂議員さんが言



われたんですけど、専決処分されとるんですけど

ね。実質これは住民税の増税と、こういう性格を

持った税の改法だと思うんです。そら額は少ない

んですけど、年間１，０００万円の増収になるとい

うことで、厳しい中でこれは私どもとしては、府

の方もあるんですけど、こういう妻の方も今度は

一足飛びに改正されるということで、小さいよう

に見えるんですけど、全体としては、政府として

は地方税法の大きいとこを増税に変えていこうと

いうのは、これは国家予算の２００４年度の政府

の説明で我が党の議員のそういう質問に答えとる

んですけど、本来ならこういう増税の問題は専決

するんじゃなくて、やっぱり事前にきちっと説明

する必要があるんじゃないかと私は思うんですけ

ど、その点市長に最後もう一遍。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 上位法の改正でございまし

て、日程的にもちょうど３月議会が終了した後と、

しかも４月１日施行ということでございますんで、

そういういとまがなかったということで専決処分

をさせていただきました。

ただ、その内容について先ほど真砂議員からも

御指摘ございましたけれども、もう少し早く、で

きるだけその全容がわかった時点で、所管の委員

会初め議員各位に御説明をすべきであったという

点については、先ほども申し上げましたように、

以後十分気をつけてタイムリーに報告をさしてい

ただきたいと、このように考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本２件に対する質疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。――――成田議員。

○１８番（成田政彦君） 日程第７、報告第１号、

専決処分を求めるについて、泉南市市税賦課徴収

条例の一部を改正する条例の制定についての反対

討論を行います。

これは政府がいわゆる住民税非課税世帯の改悪、

それから同一生計の妻に対する均等割の課税など

がされるもんであって、さっきの報告でありまし

たように大体年間１，８００万円程度の増税になり

ます。この生活の非常に苦しい中で、こういう増

－１７２－

税については反対せざるを得ません。

以上です。

○議長（堀口武視君） 以上で本２件に対する討論

を終結いたします。

これより報告第１号から報告第２号までの以上

２件に関し、順次採決いたします。

まず、報告第１号を採決いたします。本件は、

原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（堀口武視君） 起立多数であります。よっ

て報告第１号は、原案のとおり承認することに決

しました。

続いて、報告第２号を採決いたします。本件は、

原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第２号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第９、報告第３号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１５年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第９号））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

告第３号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１５年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第９

号）につきまして御説明申し上げます。

議案書２１ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた

しました平成１５年度大阪府泉南市一般会計補正

予算（第９号）につきまして、同条第３項の規定

により議会に報告し、承認を求めるものでありま

す。

専決理由につきましては、平成１５年度の実施

事業に充当される起債が融通決定されたことに伴

いまして、起債の限度額に変更が生じた等の理由

により補正措置を専決処分したものであります。

２３ページをお開き願います。補正の内容であ



りますけれども、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

７万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２２２億２９５万２，０００円としたもの

であります。

それでは、歳出につきまして簡単に御説明を申

し上げます。４０ページをお開き願います。地域

福祉基金費の積立金７万１，０００円につきまして

は、地域福祉基金からの繰り替え運用などに伴い

ます利息相当分を積み立てるため補正したもので

あります。

また、文化ホール屋上防水事業、防災機材の整

備である消防施設整備事業、各保育所整備事業な

どの実施事業に充当される起債が融通決定された

ことに伴います地方債の追加、変更につきまして

は、２９ページから３１ページに記載のとおりで

あります。なお、歳入の明細につきましても３３

ページから３４ページにかけて記載のとおりであ

ります。

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――松本議員。

○１１番（松本雪美君） これまで新しい事業をす

るときには当然起債も国の方が認めてくれると、

こういう事態であったんですけれども、今度はい

ろんな改修やとか、いろいろ教育施設なんかの整

備事業とか、そういうものを含めて地方債の追加

とそれから変更ということで、実施されたものに

対して限度額を上げて起債を認めてくれると、こ

ういう事態になったというんですけれども、これ

は何か意味があるんでしょうか。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 今回、起債の追加ある

いは変更ということで、総額で１５件で約１億８，

５００万の起債となっております。基本的には改

修等につきましては起債が認められないというこ

とで、私ども公共施設整備基金の取り崩しという

ことで、それを充当しておりましたが、何か今回

申請いたしますと起債も認められたということで、

このような起債の発行になりまして、そしてその

分見合う額として公共施設整備基金の取崩額をも

－１７３－

との基金に戻したということでございます。

これまで改修についての起債は、認められたり

認められなかった場合もあるんですが、今回認め

られたということでございます。その辺の理由と

いうのはちょっと我々はつかんでおらないところ

ですので、よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） 公共施設整備基金を取り

崩さなくても起債が認められてよくなったと、こ

ういうことですけど、実際には発行してくれた市

債そのものが泉南市の財政に負担を与えていく、

借金として残っていくと、こういうふうに言わざ

るを得ませんね。

あと、繰越明許も載ってますけど、その後の部

分で出てきますので、また改めて質問さしてもら

いたいと思います。それだけで結構です。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第３号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１０、報告第４号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１６年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第１号））を議題といたしま

す。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

告第４号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１６年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第１

号）につきまして御説明を申し上げます。

議案書４５ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた



しました平成１６年度大阪府泉南市一般会計補正

予算（第１号）につきましては、同条第３項の規

定により議会に報告し、承認を求めるものであり

ます。

専決理由につきましては、平成１５年度一般会

計の出納が平成１６年５月３１日をもって閉鎖さ

れるに当たり４億１，１６３万５，０００円の赤字と

なりますので、地方自治法施行令第１６６条の２

の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充当の上

決算を行うことから、平成１６年度予算において

不足額の予算措置が必要なため専決処分したもの

であります。

４７ページをお開き願います。補正の内容であ

りますが、歳入歳出総額にそれぞれ４億１，１６３

万５，０００円を追加いたし、２１５億６，０５５万

７，０００円とするものであります。歳入歳出の明

細につきましては、５１ページから５２ページに

記載しているとおりであります。

以上、簡単でありますが、説明とさしていただ

きます。御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――大森議員。

○４番（大森和夫君） 簡単に説明があったわけで

すけども、これはこれでまた赤字ということで、

大変な市の財政状況なんですけども、ちょっと詳

しい説明をお願いしたいんです。例えば基金の取

り崩し状況とか、それからこれで６年連続の赤字

になるんですかね。そういう点、それから健全化

計画から見てどうなのか。概略で構いませんので

ね。

それから、あと一般質問の中ではいろいろこう

いう財政難になった理由などの質問もあり、それ

の理由なども述べられましたけども、根本的にこ

ういう結果になったその財政難を連続して起こし

てるということに対する反省の弁がなかったと思

うので、その点ちょっとお聞かせ願いたいと思い

ます。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 今回、平成１５年度で

約４億１，２００万円の実質収支の赤字となってお

ります。これは平成１０年度からずっと赤字が出

－１７４－

ておりますので、６年目というふうになります。

そして、健全化計画と比較ということですが、

平成１４年度の実質収支が７億８，５００万の赤字

がございました。今回、健全化の見込みですと５，

０００万円ほど下がりまして、健全化では７億３，

６００万円というふうに１５年度考えておりまし

たが、決算では４億１，２００万ということで、３

億７，３００万円単年度の黒字というふうになって

おります。

ただ、これの理由ということですが、人件費関

係で人事院勧告のマイナス分がございましたので

その分と、それで人件費関係の不用額ということ

で大体２億円余りあったというふうに考えており

ます。ただ、まだ決算の状況を概算でしかつかん

でおりませんので、今、決算統計を取りまとめ中

ということでございますので、詳しいことについ

てはまだその辺までしかつかんでおりません。

そして、今回３億７，３００万円の基金の黒字と

いうことでございますが、実質的には公共施設整

備基金あるいは公債費管理基金、また地域福祉基

金から２億円の繰り替え運用ということで、５億

９，５００万円取り崩しとか繰り替え運用でいたし

ております。したがいまして、実質的には２億２，

０００万円程度の赤字というふうになっておりま

す。

そして、反省の弁ということでございますが、

我々健全化計画を１４年の９月に策定いたしまし

て、１４年決算で大きな乖離が生じたということ

で、１５年の９月にローリングをいたしました。

その後、三位一体改革等があったわけでございま

すが、今回５，０００万程度の健全化見込みでは黒

字であったものが、同じ条件で３億７，３００万円

の単年度黒字になったということでございます。

今後、その４億１，２００万円の実質収支の赤字

をどのようにして消していくのかということでご

ざいますが、第３次の行革とか、あるいは決算が

まとまった時点で健全化のローリング等いたしま

して、その中で吸収するような形で平成１６年度

の黒字化というものを目指していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） 今、お話しありましたよう



に、いずれにしろ人件費、これは職員さんに負担

がかかると。それから、受益者負担という形でい

ろんな値上げもあるということで、これは当然市

民にも負担がかかるということで、できてないこ

ともたくさんあるわけですよね。

僕も何度も、昨日も質問さしてもらいましたけ

ども、高額滞納者の税収引き上げとかいうのは目

標に達してない部分があるわけですよ。そういう

意味でいうと、今のが反省なのかどうかよくわか

りませんけども、やっぱり真摯な気持ちで市民に

情報公開もすると、それから反省もして、高額滞

納者に対しては税金をきっちり払ってもらうよう

な、市民全体ですけども、そういうお願いもする

と、職員さんにもお願いをするというふうな姿勢

が大事だとは思います。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――成田議員。

○１８番（成田政彦君） ことし４億程度の赤字な

んですけど、来年の平成１６年、それから１７年、

１８年というのは、市長も御存じの三位一体の影

響がね。ことしの三位一体の影響は大体４億、正

確に言うと４億ちょっとの減収になるということ

で、ことしこれだけ、４億のマイナスになっとる

んですけど、さっき新財政再建計画で７億ほど予

定しておったけど、３億ほど改善されたとちょっ

と聞いたんですけどね。

これ三位一体の影響を受けると、ことし４億あ

るということは、来年ももちろんこれ赤字になる

んじゃないかと、単純に僕考えるんですよ。来年

だったら４億７，０００万かな、三位一体の影響が。

ことしは４億１，０００万。８億ぐらいのそういう

のが出てくるんじゃないかと思うんですけど、そ

の三位一体との関連で、ことしの赤字の影響をど

う見るのかということ。

もう１つは、市税の徴収が８８億ということで、

やはり非常に落ち込んできとると。交付税の２２

億、これは妥当なのか、僕それはちょっとわから

ないんですけど、この辺は市税の徴収８８億と交

付税の２０億２，０００万、これは予想どおりであ

ったのか。その３点だけちょっとお伺いします。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 平成１５年の９月にロ

－１７５－

ーリング案を作成した時点で三位一体の改革とい

うことで、今のところ単純合計ですが、８億円を

超える影響額が出るのではないかというふうに試

算いたしております。

平成１４年度末の繰上充用が７億８，５００万と

いうことで、今回基金の繰り替え運用等でその分

を消す予定でございましたが、８億円を超える影

響額があったということで、予算編成の時点で収

支均衡中ということでそれを使い込んでしまった

というような状況になっております。

実質的に４億１，２００万の実質収支の赤という

ことでございますので、今後、予算が今動いてる

わけなんですが、事業とか施策とか、可能な限り

歳出の削減に努めまして、そして第３次行革とか

健全化計画のローリングの中でそれを吸収する方

向で対策を講じてまいりたいと考えております。

徴収が８８億円ということで、健全化計画より

実質８００万円ちょっと足らなかったというふう

になっております。これにつきましても今徴収率

について分析中でございますが、我々といたしま

しては、やっぱり景気の低迷による営業不振が大

きく影響したのではないかなと考えております。

そして、地方交付税２２億円ということでござ

いますが、これは特別交付税等は我々３，０００万

から４，０００万ちょっと多く入ったなと考えてお

ります。

すみません、ほかに何かございましたか。――

そういうことでございます。よろしくお願いいた

します。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 市長にお伺いしますけど、

三位一体の問題なんですけどね。たすき持ってい

ったと。当然ですわね。来年、再来年と２年まだ

あるでしょう。だから、市も非常に厳しいマイナ

スで、財政運営は大変だと思うんですわ。来年も

これは黒字ちょっと厳しいんじゃないかと思うん

で、その点を最後にちょっと。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 三位一体改革、特に今年度

といいますか、１６年度は全国一律に非常に厳し

い状況でございました。それも昨年の暮れぐらい

に急に何かバタバタっと出てきたという感じで、



それをはね返す時間的な余裕もなかったというの

が現状でございます。

全国から大きな怒りが出まして、政府もこれで

はいかんということで、総務省は大分頑張ってい

ただいております、今回ですね。先ほど言いまし

た全国市長会にも総務大臣が来ていただいて、そ

のあたりの総務省としての麻生プランの報告がご

ざいました。一応３兆円は税源移譲しますよとい

うことがほぼ決まったということでございます、

閣議決定したということでございますんでね。

あと、そのかわり補助金を削減するということ

でございまして、これがどの程度になるのかとい

うのはこれからの課題でございまして、ことしじ

ゅうにそれを取りまとめるということになってい

るわけでございますが、いずれにいたしましても、

１７年度は本当に我々も頑張らなきゃいけません

し、都道府県、それからその他の公共団体も頑張

らないといけないというふうに思っておりまして、

何としてもこういう１６年のようなことにならな

いように、そうなればもう地方は立ち至っていか

ないということになりますんで、全力を挙げて取

り組んでいきたいというふうに思っております。

１５年度の特別交付税も、今回は私どもと、そ

れから正副議長さんも非常に厳しいということで

陳情いたしまして、まず全国平均といいますか、

大阪府平均よりもかなり高い率で額をいただいた

ということでございまして、それなりの私どもも、

あるいは議会のお力もかりて努力をいたしてきた

わけでございますんで、今後ともこの厳しい時代

でございますんで、我々行政はもちろんでござい

ますが、また正副議長さんにもその実情なり訴え

をしながら、議会のお力もかる中で、できるだけ

国あるいは府のお金をちょうだいできるようにこ

れからも最善の努力を尽くしていきたいと考えて

おります。

○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論ありませんか。――――

討論なしと認めます。

これより報告第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

－１７６－

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第４号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１１、報告第５号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１６年度大阪府泉南市

国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号））

を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

告第５号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１６年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）につきまして御説明申し上

げます。

議案書５５ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた

しました平成１６年度大阪府泉南市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求

めるものであります。

専決理由につきましては、平成１５年度国民健

康保険事業特別会計の出納を閉鎖するに当たりま

して１億１，９７７万９，０００円の赤字となります

ので、地方自治法施行令第１６６条の２の規定に

より、翌年度の歳入を繰り上げて充当の上、決算

を行うことから、平成１６年度予算において不足

額の予算措置が必要なため専決処分したものであ

ります。

５７ページをお開き願います。補正内容につき

ましては、歳入歳出の総額にそれぞれ１億１，９７

７万９，０００円を追加いたしまして、歳入歳出の

総額をそれぞれ６５億８３１万４，０００円とする

ものであります。

歳入歳出の明細につきましては、６１ページか

ら６２ページに記載のとおりであります。

以上、簡単でありますが、説明とさしていただ

きます。御承認賜りますようよろしくお願いを申

し上げます。



○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――上山議員。

○１０番（上山 忠君） １億１，９７７万９，０００

円の赤字になったいうことなんですけども、しか

らば平成１５年度の滞納金額、それから累積の滞

納額、それと１５年度の徴収率、以上３点をお願

いします。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 滞納額

と徴収率とを御説明します。

平成１５年度分の滞納額は１億９，８８３万円で、

調定額に占める割合は１０．７％程度となっていま

す。収納率としては８９．３％、内訳としましては、

分割納付を含む一部未納金が１億６００万程度、

５３％、全期未納者は４７％、約９，３００万円と

なっています。未納件数は２，３９３件です。

それから、１５年度の累積滞納額ですが、先ほ

どの１億９，８８３万と足しまして９億２，８０４万

６，２９０円となっています。

以上です。

○議長（堀口武視君） 上山議員。

○１０番（上山 忠君） 実際の数字をお聞きしま

すと、すごいですなと言うしかないんですけども、

これは毎年聞いてるわけですけども、だんだん、

だんだんふえてきてるし、累積も９億２，８００万

あるということで、昨年の同じ時期にお聞きした

ときに、そろそろ耐えられなくなるので値上げを

検討しなければならないというふうな御答弁あっ

たんですけど、その辺についてはどういうふうに

考えておられるのか。

それと、徴収率が８９．３ということで、この数

字についても一向に上がらないということで、国

保の徴収率については、ある程度数字的に低けれ

ば、要はペナルティーがあるということなんです

けども、この辺の改善ですね。どういうふうに考

えておられるのか、再度お願いいたします。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 国保税

の値上げですけども、少子・高齢化社会の進展に

よりまして、高齢者の老人医療費の増加や景気低

迷に伴う雇用環境の悪化等による被保険者の増加

や保険料（税）減額世帯、減額額の増加など、不

－１７７－

況の影響によりいずれの市町においても、国保会

計は非常に厳しい状況となっています。また、そ

の影響により本市も今回累積赤字となっておりま

す。今後、保険税率の見直しはせざるを得ない状

況にあります。

赤字の要因ですけども、平成１４年度泉南市の

老健対象者療養費は１人当たり８５万６，４０３円

で、一般若人１５万３，３６９円の約５．６倍の療養

費となっています。平成１４年度における６５歳

から６９歳の段階的に７５歳に移行する人口は２，

５９６人で、１年間に約５１９人増加してまいり

ます。毎年老人医療費が約４億４，４００万増加し

てくると考えます。

国保財政の確保については、少子・高齢化社会

の進展による高齢者の老人医療費の増加や保険税

減税等、先ほど申しました理由によりかなり厳し

い状況になっています。今後の国保税率について

は、見直しをせざるを得ない状況にあります。

それと、毎回ですが、徴収率が低いということ

ですけども、率としては前年より０．０６％下がっ

ておりますが、うちの課員は毎晩夜遅くまで徴収

等の事務に当たってます。

なぜかといいますと、分納がふえれば一般にほ

とんど窓口事務にとられ、滞納整理については、

時間が終了後、夜遅く１２時近くまで毎日残って

やってますので、係員の体制としましてはちょっ

と人数が少ないんですが、頑張っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） ほかに。――――松本議員。

○１１番（松本雪美君） ちょっとお聞きしますけ

れども、勘違いしてたらすみません。

老人保健の方から国民健康保険の方に１４年の

１０月に移行されたという形での保険の処理をし

なくてはならない、その年齢は７０歳からなんで

すよね。

普通なら老人保健の財政の中で処理されていく

べきものが、そういう形で新たな法整備、法改正

のもとに国保に押しかぶさってきて、私はこれか

ら後も――先ほどちょっと説明聞いててよくわか

らなかったんですけど、経過措置ということで多

分あると思うんで、その辺のところをもうちょっ

と詳しく説明をしていただきたいんですよ。



○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 老

人保健法の改正の点でございますが、御指摘のと

おり平成１４年１０月に改正されております。経

過措置といいますか、７０歳から５年をかけて７

５歳に移行するということで、既に１４年の１０

月からスタートしております。

だから、１５年度の国保会計にとりましては、

丸１年影響が出ておるということでございますが、

高齢化によりましてどんどん高齢者人口がふえる

中で、老人保健も移行しますけども、当然かさん

でいくと、老人の人口によって。利用者ともふえ

ていくという傾向の中で、こういう改正がされて

おるということでございます。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） そうすると、ちょっとお

尋ねしますけれども、そこの経過措置で５年間に

わたってこれからどんどん国保の方に移行されて

くるということですから、もっと国保の方に負担

がかぶさってくるということになるでしょうから、

今１年間でどのくらいの額が国保の方に押しかぶ

さってきたのかということを聞かしてほしいんで

す。人数そのものは、現在７０歳から７５歳まで

の方たちの人数ね。ちょっとその辺のところも聞

かしてほしいなと思うんですよ。

国保の方に影響を及ぼすということですから、

当然赤字の大きな原因になってるんじゃないかな

と。原因はもちろん滞納もあるでしょう。徴収率

の大変な部分もあると思います。しかし、それ以

上に施策の点で変更された部分で大きな影響を受

けるというとこら辺もあると思いますので、その

辺について聞かしてもらいたいなと。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 先ほど

も赤字の要因ということで、高齢者の移行という

こともありますが、平成１４年度の保険給付費合

計決算額は２７億８，６８８万円で、これは１１カ

月ベースとなっております。そして、１カ月当た

り約２億５，３３５万円と。保険給付費がそのぐら

いの額でありましたが、平成１５年度の保険給付

費合計決算額は、１２カ月のベースで３２億８，１

９７万円、１カ月当たり約２億７，３４９万円とな

－１７８－

ります。

そしたら、前年度の１カ月当たりより約２，００

０万、これは１カ月当たりに置き直してでも２，０

００万医療費がふえてるということで、それを１

年間で１２カ月掛けますと、２億４，０００万が単

純に増加したということが要因であると思います。

今回、１億１，９７７万円の赤字となったんで、翌

年度の歳入歳出を繰り上げてもらいまして、平成

１６年度の予算で不足額を予算措置したものでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） 国保会計というのは、こ

れまでも本当に大変な、払いたくても払えないほ

ど高い人もたくさんおったりとか、もうすぐ赤字

になる、また値上げかなと、そういう心配をしな

がら国保会計を処理されてこられた。我々もそう

いうふうに聞いてましたけれども、実際に今聞い

たところによりますと、結局その赤字になった分

以上に、老人保健の方から移行された部分がそこ

へ乗っかってきて、それでこれからの国保の会計

にも大きな影響を与えるだろうし、この赤字より

も多い分が重なって負担となってきているという

ことも、今お答えしていただいてよくわかりまし

たわ。

こういう事態を起こしてきた国の老人保健のや

り方、それから国保の方の状況を含めまして、や

っぱり制度の改善というのが、これからもっとき

ちっと改善に向けての主張を国に向けてしていか

なあかんのじゃないかなと、そういうふうに思う

んですけれども、市長会とかいろんな形での物言

う場所はあるでしょうから、その辺市長さん、ど

ういうふうに対応されていかれるのか。国へ向け

て物を言うていく、そういう部分を私はやっぱり

真剣にとらえてほしいなと、そう思うんですよ。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉南市の国保会計も長らく

非常に頑張ってきておるところでございます。し

かし、ここに来ましてさらに厳しい状況になって

きております。これはやっぱり制度上といいます

か、根本的な問題があるということで、大阪府市

長会あるいは近畿市長会、全国市長会におきまし

ても、国に対してこの国保事業のあり方について



強く改善を求めております。

もう１つは、事業主体が市町村でいいのかとい

う議論が最近ありまして、例えば都道府県レベル

にしなければいけないんじゃないかという議論も

一方ではございまして、そのあたりについて私ど

もも真摯に検討しておるところでございます。

いずれにいたしましても、これからますます高

齢化がどんどん進んでまいりますし、この国保事

業という運営そのものの根本にかかわる問題だと

いうふうに考えておりますので、これはやはり抜

本的な制度改正なり、あるいは仕組みそのものを

変えていくということにしないと、もうこれはも

たなくなってくるんじゃないかなというふうに思

っております。

既にそういう要望を毎年国の方にも上げており

ますが、さらに努力をしていく必要があると。こ

れはもう当然全国市長会あるいは全国町村会含め

てやっていきますので、御理解いただきたいと思

います。

○議長（堀口武視君） ほかに。――――巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 少しお聞きしたいんです

が、ここ数カ月前まではいわゆる年金国会という

ことでなっておりまして、だんご３兄弟ではない

ですが、年金３兄弟と言われたような形が実は１

００人。年金１００人兄弟かというような形にも

なってますけども、実は保険という関係から見た

ら、国民健康保険、一般健保というものと大きく

２つあるわけで、そしてそこへ雇用、そして先ほ

ど言いました年金と３保険が１つはセットになっ

てるという形になりますね、一般にね。

そういう意味の中で、国民健康保険に加入しな

ければならない業種といいますか、人たちですね。

これはどの分野まで及ぶのかと。御存じであれば

少し教えていただきたいということと、その場合、

国会議員を含めて我々市町村会議員までこの国民

健康保険の範囲なのか、それは一般健保でもいけ

るんだということの解釈なのか、いかがでしょう

か。

○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 御

指摘のとおり、国民健康保険以外に社会保険がご

ざいます。この２つが現在の制度の仕組みでござ

－１７９－

いまして、国民健康保険につきましては、主に例

えば自由業ですか、いわゆる雇用されておらない

方、自由業といいますか、その方が対象――それ

だけじゃないですけども、いわゆる社会保険に入

っておらない方が対象ということで……（巴里英

一君「業種、規定されてるんですよ、これ」と呼

ぶ）最近、中小企業なり社会保険に加入すべきと

ころ、一部企業側の方で国保の方に加入されてき

つつあるというのが社会的な問題であると聞いて

おります。

ただ、そういう一面もあって、国民健康保険も

増加する大きな要因ではないかなと。これも既に

大阪府なりともいろいろ議論する中では……（巴

里英一君「いやいや、業種を聞いてるんですよ」

と呼ぶ）業種は自由業が……（巴里英一君「自由

業て何をもって自由業……」と呼ぶ）

○議長（堀口武視君） 個々にやりとりしないでく

ださい。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 法

的にきちっとした答弁さしていただきます。しば

らく待ってください。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 社会保

険の種類としましては、医療保険、年金保険、雇

用保険、災害補償があります。医療保険は主に疾

病、負傷などを保障事項として、医療の現物支給

……

○議長（堀口武視君） 課長、質問者はそういうこ

とを聞いてないんやで。どういう人がどういう保

険に入るのか。業種……。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 健康保

険は５人以上の従業員を使用する事業所というこ

とと、政府管掌保険、健康保険組合、船舶保険、

共済等ありまして、国民健康保険は自営業、農林

漁業、５人未満の事業所の従業員、それから退職

者など国民健康保険に加入することになっており

ます。（巴里英一君「我々は」と呼ぶ）国民健康

保険です。よろしくお願いします。

○議長（堀口武視君） 巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 部長ね、この程度はやっ

ぱり最低認識してもらわなあかんかなと思うんで

すよ。課長が答えられてるように、基本的には国



民健康保険と一般社会保険と。船員保険であろう

が、皆さん方入られてる職員組合などの保険であ

ろうが、これは社会保険ですよね、一般的な。

これは業種別というか、分野別というんじゃな

しに、それぞれの企業体における保険制度ですね。

にもかかわらず、それはそれで全部保険として制

度はもう確立されているんですね。今、おっしゃ

っているように何人以下とか、これ規定されてる

のが実は国民健康保険の範囲に入るという、こう

いう理解でまず課長、いいわけですね。

我々議員もそういう意味の中に入ってるという

理解でもいいわけですね。そうじゃなきゃならな

いんですか。それ、どっちなんですか。我々が一

般健康保険に入ってると。これちょっとどうなん

ですかね、法的には。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） もし、

議員さんが社会保険に入っておれば、社会保険が

優先されるということです。

〔巴里英一君「違う違う。兼業やで、それ。そ

れあかんで」と呼ぶ〕

○議長（堀口武視君） 巴里議員。

○２２番（巴里英一君） 私はＡ企業に勤めとって、

そのままここへ移行して議員になったとします。

それで、そのままそこの健康保険使っとったりし

たら、これですよ。わかりますか。あれは何カ月

以内に変えなきゃならないんです。一定期間があ

るんですよ。

そうすると、これは別の問題として出てくるの

は、企業がそこが雇用してることになってるんで

すよ、まだ、健康保険をかけるいうことは。とい

うことは、税制で問題が片一方に起こってくる。

税申告したときにそのＡ氏、私なら私がそこに雇

用されてるいうことで控除に入るんですよ。申告

されるんです。つまり、申告そのものが虚偽の申

告になっていくんだということになるんです。

これが健康保険と我々との関係になっていくん

です。それを何年か前からずっとさかのぼって調

べられるだけの権限あるねんやったら調べてもう

たらわかりますけどね。そして、そのことが議員

でありながら健康保険に加入してないとしたらど

うなるのか。既に、法律を守らなきゃならない我

－１８０－

々が法律違反してることになるんですよ。そうい

う意味を言ってるんです。

だから、国会で厚生年金が問題になってるとい

うんです。これでやめなきゃならない人もおった

というんですよ。そういうことでしょう、切りか

えてない。システム的にはいい悪いは別として、

それが問題になったということです。保険も一緒

なんですよ。僕はさっき３つ挙げたのは、そうい

う意味のセットもんなんですよと、本来なら。

議員になれば議員としての共済年金があります

ね。そこを言ってるんで、私言ってるのが間違い

だったら訂正していただいたら結構なんですが、

その点はどういうとらえ方をされてるのか。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 社会保

険は社会政策の手段として最終的には国が責任を

持って運営するもので、保険と言っても民間の私

の保険と異なるということで、まず一定の要件を

備えている人は強制的に加入することとなるとい

うことで、国民健康保険以外に入ってない人は強

制保険であるということ……。

○議長（堀口武視君） 課長、質問者は、議員はど

うなるんやと。だから質問者は、社会保険に入っ

てるものは法的に違反してるんじゃないかと、こ

ういうことを言うてるわけです。

○議長（堀口武視君） 平島国保年金課長。

○健康福祉部国保年金課長（平島長史君） 社会保

険に入ってる場合、ちょっと私の認識不足ですけ

ども、入ってない場合ということで強制的に議員

さんももし入ってなかったらという考えで私は思

っとったんですけど、ちょっと違う……。ちょっ

と勉強不足で申しわけありません。

○議長（堀口武視君） 巴里議員。

○２２番（巴里英一君） できたら国保庁でもどこ

でも構へんから聞いていただいたらいいんですが、

大きくは２つしかないというんですね。どちらか

に入ってなきゃならないんです。議員の身分を得

たときには、既にその前の健康保険の形は切らな

きゃならない。何でかいうたら、会社がそれを負

担することになるんでしょう。

負担するということは、労働日数が要るんです

よ。制度においてこれだけ働かなかった、２０日



以上働かなければその身分を有しないということ

になるんです。にもかかわらずやってるとしたら、

一方では税制の問題が起こってくるでしょうと言

うてるんですよ。そういう問題があるんで、議員

としては全員が入ってなきゃならないのが国民健

康保険でしょうと言うてるんです。そのことをも

う少し調べていただいて結構でございますから、

またお知らせいただければ。何も追及してるわけ

じゃないんですよ。

そういう意味では、皆さん制度の問題について

言ってますけども、みずからがどうなのかいうこ

とも考えながら、やっぱり市の財政も含めて私自

身も考えなきゃならないことがたくさんあります

ので、反省を込めてこういう質疑をさしてもらっ

てるんで、ひとつよろしくお願いします。いかが

ですかね、それ研究してくれますか。

○議長（堀口武視君） 課長ね、今の質問者は大変

な質問をされてるんで、この辺はちゃんと法的な

整理をして議会の方に報告をきちっとしていただ

きたいと思います。

ほかに。――――北出議員。

○１２番（北出寧啓君） 簡単に１点だけお聞きし

たいと思うんですけれども、国保の値上げという

のが今後やむを得ないというふうな形に、御発言

を聞いているとそういうことになってきてると思

うんですけれども、ただ、その原因ですね。それ

で問題が基本的には解決全然できないし、制度全

体の抜本的改革が必要だというのは市長もおっし

ゃられたことです。

それと絡めて次の政策的な判断をお聞きしたい

と思うんですけれども、大きくはもう少子・高齢

化社会で、今おっしゃられたように毎年４億４，４

００万円増加していくだろうという判断。国保と

社会保険との関係がございます。ただ、やっぱり

それが一番大きな問題ですけれども、その他です

ね。我々が義務として税を支払うだけで公開性が

なかなかないというか、例えば医療にしても検査

漬けとか、過剰診療とか、あるいは過剰投薬とか、

あるいは違法請求なんかもございます。こうした

ことの実態が、我々は義務として納税してるわけ

ですけれども、余りにも公開不足ではないのかと。

それと、滞納の問題で、これ滞納が大きいので、

－１８１－

高額税支払い義務者に対してさらに負担を増加さ

せるということが、果たしてその平等性において

どうなのかという問題があります。それから、基

本的に税率というのは所得税に相関して決定され

るわけで、いわゆる自己申告の場合とか、あるい

は一応もうすべて換算される場合とか、そういう

問題もあります。

そういうことを正確に一応全体を鳥瞰した上で

税率の引き上げ等を考えていただかなければ、す

べて高額負担者にしわ寄せられて、しかし抜本的

な解決もないということに結果すると思うんで、

その辺の、確かに日本全国の中で税率が低いとい

うのは、泉南市はかなり、そらもう１けたか２け

たの範囲に入ると思うんですけれども、しかしそ

したら右倣えのこれからの値上げという形の施策

展開が果たして正しいかどうかということは非常

に疑問が残りますので、その辺を慎重に配慮して

いただきたいということを含めて、ちょっと一定

の御見解をお聞かせ願いたいと思います。よろし

くお願いします。

○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 国

保会計にとりましては、高齢化が進む中でさらに

厳しい状況が続くと我々も認識してます。泉南市

として限度額の問題もございます。他市は５０万

以上ということで、うちはまだ４６万と、ここ１

０年ほど見直しをしていないという状況もござい

ます。

だから、トータル的に、総合的に制度の中身を

吟味して、急激な値上げとか、そういうことにな

らないように段階的にやっぱり考えていくべきじ

ゃなかろうかということで、国保の審議会もござ

いますし、当然そういう問題になりますと、審議

していただかないかんということになりますし、

今の制度を総合的に考えた中で値上げもとらえて

いきたいと、このように考えておりますので、よ

ろしく。

○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第５号を採決いたします。お諮り



いたします。本件は、原案のとおり承認すること

に決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第５号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１２、報告第６号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１６年度大阪府泉南市

介護保険事業特別会計補正予算（第１号））を議

題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

告第６号、専決処分の承認を求めるについて、平

成１６年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）につきまして御説明申し上げま

す。

議案書６３ページをお開き願います。地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いた

しました平成１６年度大阪府泉南市介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）について、同条第３

項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの

であります。

専決理由につきましては、平成１５年度介護保

険事業特別会計の出納を閉鎖するに当たり、４７

４万２，０００円の赤字となりますので、地方自治

法施行令第１６６条の２の規定により、翌年度の

歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うことから、

平成１６年度予算において不足額の予算措置が必

要なため専決処分したものであります。

議案書６５ページをお開き願います。補正の内

容でありますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

４７４万２，０００円を追加いたしまして、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２６億３，８２２万８，００

０円とするものであります。

歳入歳出の明細につきましては、６９ページか

ら７０ページに記載しているとおりであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

－１８２－

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――成田議員。

○１８番（成田政彦君） 赤字なんですけど、高齢

者がふえて、介護保険というのは今後ますます僕

はふえていくと思うんです。ちょっとお伺いした

いんですけど、介護保険が非常に大きな規模にな

ってきとるんですけど、それに比較してデイサー

ビスとかヘルパー派遣会社とか、こういうのがか

なりたくさん今できておると思うんです。

介護保険課としては、昨年度に比較してこうい

うデイサービスとかヘルパー派遣会社にどの程度

これ、やっぱり利用者がふえればこういう会社が

ふえるし、それから和歌山では、過誤請求、非常

に架空の請求をしたということで摘発されとるん

ですけど、そういう点もきっちりされとるのか。

サービスを提供する側の状況は一体どういうふう

になっとるのか、ちょっと具体的に詳しくお願い

します。

○議長（堀口武視君） 井上介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（井上 隆君） 成田議

員の御質問に答弁さしていただきます。

ヘルパーの事業者数につきましては、訪問介護

といたしましては、平成１５年４月１日では３０

事業所でありましたが、平成１６年４月１日では

３７事業所となっております。また、デイサービ

ス、通所介護につきましては、平成１５年４月１

日、７事業所でございましたが、平成１６年４月

１日は８事業所となっております。

次の御質問の事業所に対するチェックというか、

不正なサービスがないかということでありますが、

当然おっしゃられるように要介護認定者やサービ

ス利用者の増加に見られるように、制度は定着し

つつありますが、その一方で提供さしていただき

ますサービスについて、真に利用者の自立支援に

資するものになっているのか、疑問を持たざるを

得ないものもあるという指摘がございます。

また、事業者による過度の利用者の掘り起こし

や不正請求等、制度の趣旨から見て不適正ないし

不正な事例も一部他市町村において見られます。

このような状況を踏まえて、私どもといたしま

しては、介護サービスが本来の目的に沿った形で



提供され、高齢者の自立支援、また在宅介護に資

するものとするために、介護給付の適正化に取り

組んでいきたいと考えてるところでありますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） それと、もう１つは基金

の問題ですけど、基金繰入金として補正、額は少

ないんですけど、基金繰入金がことしは４，９４０

万あるんですけど、これは我々はいつも要求しと

るんですけど、この基金を取り崩して利用料の減

免とかそういうふうにせえと言っとるんですけど、

そのことは取り組まれとるのか。

それから、ヘルパーの会社が３０から３７とい

うことは実に２割、こんな加速的にふえていくと

いうふうになったら、多分利用者もふえとると僕

は思うんだ。これは間違いないと思いますわ、今。

だから、基金はことしは４，９００万積み立てた

んだけど、今後の状況として、ことしで７つこう

いう会社がふえたんですけど、この推移でいくと

介護保険は大変な状況になるんじゃないかと私は

思うんですけどね、将来。その点で、基金のこれ

はどのように今後使うように考えられとるのか、

ちょっとお伺いします。

○議長（堀口武視君） 井上介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（井上 隆君） 基金の

使途、また現在高について、それと基金のこれか

らの推移について御答弁申し上げます。

平成１５年度決算におきましては、平成１４年

度の決算の剰余金約３，０００万円を積み立てさし

ていただいて、保険給付費の当初の見込みより増

加した分に係る財源として４，６００万を取り崩し

さしていただきました。結果、１５年度で初めて

１，６００万の取り崩しとなったところであります。

平成１５年度からの第２期の介護保険料の算定

につきましては、この給付準備基金を１５年、１

６年、１７年度で１億２，０００万円取り崩すこと

によって、第１期からの介護保険料３，３５０円と

いう形で据え置きをさしていただいております。

今、おっしゃられるように、平成１６年度以降

の保険給付が当初の予定よりも増大することが予

想されますので、給付準備基金を平成１５年度か

ら３年間で１億２，０００万取り崩すということで

－１８３－

保険料を算定さしていただいてますが、その１億

２，０００万を超えて取り崩さなければならない状

況ということも懸念されますので、今給付の方を

見守りながら基金の管理をしていきたいと考えて

いるところであります。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第６号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１３、報告第７号 平成１５年度

大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

についてを議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

告第７号、平成１５年度大阪府泉南市一般会計予

算繰越明許費につきまして御説明申し上げます。

議案書７１ページをお開き願います。地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により、表中に

お示しする経費について翌年度に繰り越しをした

ので、議会に報告するものであります。繰り越し

内容につきまして順次御説明を申し上げます。

上段でございますが、桜ケ丘団地内線改修事業

につきましては、地すべり防止ぐいの搬入に時間

を要したため、年度内の事業完了が困難となりま

したため、事業金額１，４７４万４，０００円を繰り

越しているところであります。

続きまして、中段、信達樽井線改良事業につき

ましては、大型工場の物件補償調査委託業務につ

いて、工場内の機械見積もり及び関係機関等との

調整に時間を要したことにより、年度内に事業完

了が困難となりましたため、事業金額２，９４０万



円を繰り越しているところであります。

続きまして、下段、市場長慶寺砂川線改良事業

につきましては、ＪＲ西日本に工事委託している

尋春橋のかけかえ工事について、鉄道施設の工事

に伴う許可手続に時間を要したことにより、年度

内の事業完了が困難となりましたため、事業金額

１億３，４４０万円を繰り越しているところであり

ます。

以上、簡単でありますが、説明とさしていただ

きます。御承認賜りますようよろしくお願いを申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――松本議員。

○１１番（松本雪美君） 理由を述べていただいた

んでよくわかりました。ただ、繰越明許というこ

とで処理されるということは、１６年度の中で支

払っていかねばならないと、こういうことになる

でしょうから、１６年度の会計にも大きな影響を

与えるだろうと思いますし、１５年度そのものの

会計は先ほどからも４億１，１００万円の大赤字が

出てると、こういう中での専決の報告がありまし

たけれども、これが全部使われてたということに

なれば、１億７，８５４万４，０００円ですか、この

分が事業として組み込まれていたならば、１５年

度決算についてはもっと大きなこの分の赤字のプ

ラスがあったと、そういうことですから、結果的

にはこういうふうに処理をしなくてはならないの

はよくわかりますけれども、大変な市の財政の結

果だなと、こういうふうに思います。

ただ、信達樽井線については、おくれたのは機

械の整備とか、機械の見積もりとか、そういうふ

うなことをおっしゃってましたんですけど、調査

とか言うてはりましたけど、これはいつごろこの

１６年度で予算執行することが予定されてるんで

しょうかね。その辺だけ聞かしてもらえますか。

○議長（堀口武視君） 池上都市整備部次長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

夫君） 信達樽井線の繰り越しの内容でございま

すが、最終の委託業務の工期を７月２０日という

ことにしております。したがいまして、７月の２

０日までには調査等につきましては業務が完了す

るということでございます。

－１８４－

以上です。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

以上で本報告を終わります。

次に、日程第１４、報告第８号 平成１５年度

大阪府泉南市水道事業会計継続費繰越計算書につ

いてを議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔報告書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。白谷水道部長。

○水道部長（白谷 弘君） ただいま上程されまし

た報告第８号、平成１５年度大阪府泉南市水道事

業会計継続費繰越計算書につきまして御説明を申

し上げます。

議案書の７５ページをお開き願います。事業名

につきましては第７次拡張事業でございまして、

平成元年度から平成１５年度までの１５年間の継

続事業で実施いたしておりましたが、継続年度内

に支出の終わらなかった予算につきまして、平成

１６年度に繰り越して使用するものでございます。

平成１５年度継続費の予算現額でございますが、

１０億６，２５５万１，４８３円に対しまして支払い

義務発生見込額が３億６，５６０万９，２６１円でご

ざいますので、差し引き６億９，６９４万２，２２２

円を翌年度に繰り越しするものでございます。

以上、まことに簡単ではございますが、説明と

さしていただきます。よろしく御審議の上、御承

認賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑ありませんか。――――大森議員。

○４番（大森和夫君） ７拡事業の進捗状況をお聞

かせ願いたいのと、水道会計状況についてお聞き

したいので、有収率のこれから引き上げの対策と

か見通しについてと、りんくうタウンからの収入

が大分見込まれるというお話も聞いてますので、

その状況。それにかかわって、４年ごとの見直し

の水道料金、どんな考え方で取り組んでいかれる

のか、お答えください。

○議長（堀口武視君） 白谷水道部長。



○水道部長（白谷 弘君） 大森議員の御質問でご

ざいますが、７拡事業につきましては平成１５年

度でほぼ概成をいたしてございます。ただ、１５

年度中に完了しない工事が５件ございまして、そ

れらにつきましては今年７月の２０日には完成す

ることになっておりますので、ほぼ完成したとい

うことになってございます。

また、有収率の件でございますが、１４年度で

は８８．８％の有収率でございましたが、１５年度

には８８．５３ということで０．２７ポイント減少し

てございます。これらの対応につきましては、漏

水調査、また石綿管の改修等により有収率の向上

を目指していきたいと、このように考えておると

ころでございます。

それと、りんくうタウンにつきまして、どの程

度の収益があるのかということでございますが、

現時点ではそう大幅な収益は上がってございませ

ん。ただ、りんくうタウンが完成しますと水道企

業としてもかなりの収益になると、このように考

えてございます。

それと、りんくうにイオンが進出した後、その

後企業進出が多数見込まれてる状況でございます

ので、相乗効果もあり、今後は料金収入も向上す

るんではなかろうかと、このように考えてござい

ます。

また、私ども平成１３年の７月には消費税を含

めまして約２５％の料金改定を行ったわけでござ

いますが、そのときには４年ごとに見直しを行い

たいと、このように説明してきたわけでございま

す。次の見直し時期としましては、平成１７年度

には料金改定等も視野に入れながら皆様方に御相

談申し上げたいと、このように考えてございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 大森議員。

○４番（大森和夫君） そういうことでありますと、

有収率に関しては、前の部長さんは明確な目標を

持っておられて、ちょっとそれは達成できなかっ

たんですけども、今の新しい体制になって、有収

率の目標とかぜひ持って向上策を打っていきたい

とおっしゃってましたけども、その目標を持って

取り組んでいっていただきたいんですよ。その点

どうなのか。

－１８５－

それと、今の状況ではりんくうタウンからの収

入が大幅見込みということではないけども、イオ

ン出店後、相乗効果によって収入が見込まれるだ

ろうということでお話しありましたけども、そう

いう意味でいうと、合併のことを考えますと、ほ

かの２市２町では水道会計は大変やというお話が

ありましたけども、泉南市の方ではそんなに悪く

ないと、ほかの２市２町ほど値上げしなくてもえ

えような状況があるというふうに考えていいんで

しょうか。

○議長（堀口武視君） 白谷水道部長。

○水道部長（白谷 弘君） 大森議員の質問でござ

いますが、有収率につきましては、本市の水道部

は９０％を目標に努力しているところでございま

す。

それと、３市２町の合併問題の中で、他の２市

２町の経営が大変だという話でございますが、私

どもとしましても、これは全国的な傾向でござい

ますが、少子・高齢化、また節水型の社会の定着

により、私どもも今後水の需要の増加を見込めな

いというような状況でございますので、これから

の経営は大変難しいと、このように認識してござ

います。

ただ、今後につきましては、設備投資について

は新たな視点から検討し、事業の緊急性など考慮

し、できる限り事業の平準化に努力するとともに、

後年度負担の軽減を図り、社会情勢に迅速に対応

できる経営基盤の整備に努力してまいりたいと、

このように考えてございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 島原議員。

○１６番（島原正嗣君） 簡単に二、三点お伺いを

します。

１つはイオンの関係ですが、これは一般水の供

給なのか、工業用水みたいな感じで給水をしてる

のか、お知らせをいただきたいと思います。

これと関連して、本市の場合は工業用水条例が

まだ制定されておりませんけれども、現在りんく

うタウンにもかなり中小の企業が入り込んでおる

んですが、これらはどういう 一般給水の形で

やられてるのか、あるいは工業用水という一定の

判断をして、割り引きをして給水をしてるのか、



そこらあたりをお聞かせいただきたい。

それと、府営水と自己水の関係ですが、恐らく

１００以上は府営水に依存をしてるのではないか

なと、私はそう判断するんですが、今後府営水の

依存率、自己水のあり方についてお答えいただき

たい。

それから、男里のある会社においては、井戸を

掘ってくみ上げてその企業の運営の工業用水に使

われてるようでありますが、これは自費で井戸を

掘って工業用水に使おうと何に使おうと自由とい

うことなのか、一定の法律上の規制があるのかな

いのか、お伺いをしたい。

それから、７拡事業もそろそろ終わりだと、こ

ういうことですが、本来なら１５年度末までに終

わるということでございましたけれども、この７

拡事業が終了した場合には、例えば人口大体１０

万とか、あるいは９万とか、そういうとこまで給

水ができるのかどうかですね。給水人口の規制と

いうんですか、割合をひとつお聞かせをいただき

たいと思います。

それと、もう１点、石綿管の問題ですが、これ

は議論されてから随分時間がたっておるんですが、

この７拡事業との関係で、石綿管はほとんど処理

をされるのかどうか、取りかえられておるのかど

うか、お伺いをしたい。

以上です。

○議長（堀口武視君） 白谷水道部長。

○水道部長（白谷 弘君） 島原議員の御質問にお

答え申し上げます。

まず、イオン関連の御質問でございましたが、

イオンショッピングセンターにつきましては、日

量で約１，２００立米の使用見込みになってござい

ます。そのうち上水につきましては約５００立米

程度、また工業用水につきましては７００立米程

度と、このように積算されてございます。

それで、府営水の件でございますが、府営水に

つきましては、府の方で行っておりますので、私

ども関知しない分野でございますが、りんくうタ

ウン内で府営水を使用している企業はどの程度か

というのは、私どもちょっとつかんでございませ

ん。今までの進出企業につきましては、ほとんど

が我々の上水を使用していただいてると、このよ

－１８６－

うに認識をしてございます。

また、男里の企業で井戸を掘ってるということ

でございますが、井戸からの取水につきましては、

水道部ではこれも管轄外で、ちょっと井戸のこと

は理解していないんで、お願いしたいと思います。

次に、石綿管のことでございますが、平成１２

年度から国庫補助金の制度を活用し、改良事業を

進めてございます。平成１６年度におきましても

予算計上いたしてございまして、これがすべて終

了しますと、約９１％の改良となってございます。

それで、７拡事業がほぼ概成しまして、これか

らの人口１０万とかに対応できるのかという御質

問でありましたが、実際人口が急激に増加します

と、対応はできないと考えております。そのよう

な場合にはまた第８拡等の事業を起こさざるを得

ないと、このように考えてございます。

ただ、現在では大幅な人口増も見込めない状況

でございますので、今後につきましては単年度で

予算計上し、事業の平準化を行っていきたいと、

このように考えておるところでございます。現在、

７拡での対応としましては人口７万７，８００人と

いうことになってございます。

府営水と自己水の比率でございますが、現在約

７５％が府営水でございまして、自己水の比率が

約２５％。我々としましては２５％を絶対切らな

いよう努力していくと、そういう考え方で運営し

てございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 島原議員。

○１６番（島原正嗣君） もう意見にかえておきま

す、お昼前ですから。

１つは、工業用水の関係ですね。府営水ですか

らという話ですけれども、この単価がどないなっ

てるのか、ちょっと府営水の場合、私わかりませ

んが、いずれにしても本市としても工業用水のあ

り方については、将来やはり条例化をして供給す

るような行政対応をするべきではないかなという

ふうに思いますので、検討してほしいと思います。

それから、井戸を掘ってくみ上げるのは法的な

規制があるかないかちょっとわからんということ

ですから、一回またおたくの方の所管でなくても、

じゃ、どこに聞いたらええんかと。下水に聞いた



って、そんなもんわからんということになってく

るわけやから、水の問題は水道なのかどこなのか

ということをきちっと明確にして答弁してくださ

い。したがって、どこに掘ろうと何をしようと、

そういう規制があるのかないのか、法律上。それ

をきちっと調べといてください。

それと、７万７，８００人ですか、７拡事業の関

係ではということなんですが、果たしてそういう

ことになるのかどうか。これから水不足という面

もあるでしょうから、一応推計は推計として現実

問題として、これからだんだん、だんだん自己水

が減っていって府営水に依存しなきゃならんとい

うことになると思うんです。

ただ、問題は、堀河ダム等の立派なダムがある

んですよ。そのダムの有効利用というものをもっ

と考えた方がいいんじゃないですか。水は人間生

活にとっていわば大きな宝であるし、財産なんで

すから、そこの水を有効に利用できるような御努

力を願いたい。

以上です。

○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

以上で本報告を終わります。

審議の途中ですが、１時１５分まで休憩いたし

ます。

午前１１時５９分 休憩

午後 １時１６分 再開

○議長（堀口武視君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第１５、報告第９号 平成１５年度

泉南市土地開発公社経営状況について及び日程第

１６、報告第１０号 平成１６年度泉南市土地開

発公社経営状況についての以上２件を一括議題と

いたします。

ただいま一括上程いたしました報告２件につき

ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました報

告第９号及び第１０号は、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定に基づきこれを報告するもので

ございます。

それでは、まず報告第９号、平成１５年度泉南

－１８７－

市土地開発公社経営状況に関する主な内容につい

て御説明申し上げます。

なお、この報告案件は、去る５月２８日に開催

されました評議員会に報告し、また同日開催され

ました理事会で承認されましたことをまず御報告

申し上げます。本報告につきましては、議案書７

７ページから８５ページに記載いたしております。

それでは、まず８３ページをお開き願います。

事業収入１１億８２万５，４３５円は市等から買い

戻しを受けた収入であり、その面積は３万６６９．

３平方メートルであります。また、借入金及び事

業外収入合わせて収入合計額は１３億１，９６０万

８，９０４円であります。

次に、支出といたしましては、８４ページに記

載いたしておりますとおり、事業費の土地取得費

は６，４１１万１，９１６円で、これは公共事業用地

等の先行取得等を行ったものであり、その面積は

２０１．４平方メートルであります。また、管理費、

事業外支出、借入金償還金、予備費を合わせた支

出合計額は１１億７，５８８万２，０６５円となって

おります。

平成１５年度土地保有高の詳細につきましては、

８５ページに記載しておりますとおり、１４事業

合わせまして１０７億４，４０３万１，８９４円とな

っております。

以上が報告第９号の主な内容であります。

続きまして、報告第１０号、平成１６年度泉南

市土地開発公社経営状況に関する主な内容につい

て御説明を申し上げます。

なお、この報告案件は、平成１６年度の事業計

画、予算及び資金計画に関するもので、去る３月

３０日に開催されました評議員会に報告し、同日

理事会において承認されたものであります。本報

告につきましては、議案書８７ページから９９ペ

ージに記載しております。

それでは、主な内容について御説明させていた

だきます。まず、９１ページをお開き願います。

収入支出予算の総額は１２億１，８８９万６，０００

円、借入金の限度額は４億９，１５５万６，０００円

であります。

９２ページをお開き願います。収入につきまし

ては、砂川樫井線ほか４事業に供する６，０７６．１



８平方メートルの買い戻しに係る公共用地売却収

入として７億２，２１９万円を計上し、その他借入

金及び事業外収入を合わせまして総額１２億１，８

８９万６，０００円を計上しているものであります。

次に、９３ページをお開き願います。支出につ

きましては、砂川樫井線ほか２路線に供する１，３

３８．２９平方メートルの土地取得費として３億１

０１万円を計上し、その他管理費、事業外支出、

借入金償還金及び予備費を合わせて総額１２億１，

８８９万６，０００円を計上しているものでありま

す。

以上、簡単でありますが、説明とさしていただ

きます。御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（堀口武視君） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。――――成田議員。

○１８番（成田政彦君） 簡単にちょっとお伺いし

ます。

公社の目的というのは先行取得とかあるんです

けど、最近、平成１４年度の土地の値下がりなん

か３３％も値下がりしとるということで、当初の

こういう公社の目的が大分薄れてきとるというこ

とが１つあるんですけど、その点ひとつお伺いし

たい。

それから、土地開発公社公有用地明細書を見ま

すと、信達樽井線と泉南中央公園と和泉砂川駅周

辺、これだけで大体１０７億のうちの６０％の土

地を抱えとるということになるんですけど、特に

私お伺いしたいのは泉南中央公園用地ですね。２

４億とあるんですけど、これは将来売却予定があ

るのか、この泉南中央公園用地については一体ど

ういうふうになさるのか、その点をお伺いしたい

と思います。

以上です。

○議長（堀口武視君） 池上土地開発公社事務局長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

夫君） 土地開発公社の案件で２点ほど御質問ご

ざいましたので、お答えをいたします。

まず、１点目の公社の先行取得する場合の目的

等についての御質問でございますが、大きくいい

ますと公社の先行取得につきましては、事業の円

滑化という点がまず１点でございます。

－１８８－

それから、事業ストックを抱えるということで

事業費の圧縮というのが目的だったんですが、最

近の地価の下落傾向等を考えますと、この点は逆

な現象になっておるというのも否めない事実だと

いうふうに思っております。

これからどうしていくかということなんですが、

いずれにしましても、先行取得しました土地の買

い戻しの期間は、極力短期間に買い戻すというこ

とで、先行取得してから一般の事業用地に供する

までの間に余り時間をかけないような形。一番い

いのは、先行取得するよりも当該年度に直売でや

れば一番いいんですが、事業の事業性等々かんが

みますと、やはり１年間で用地測量から鑑定、交

渉、買収契約というのはなかなか現実的に非常に

難しいという側面もあります。

ですから、その辺事前にいろいろ交渉した中で、

一定の見込みをつけて、間に合えば当初予算に計

上する、もしくは補正予算に計上するというふう

な内容に変えていかないと、下落傾向にあるとき

につきましては、その辺の事業費の圧縮という目

的が達せられないような状況になっておるという

のも事実でございます。その辺につきましては、

いい方法についてこれからも事業担当とも検討を

重ねていかなければならない課題だというふうに

思っております。

それから、２点目の中央公園の件でございます

が、現地は現在、議員も御存じのように暫定土地

利用を図っております。もともと公園用地として

都市計画決定した土地を先行取得して、事業が確

定するまで公社で管理してる土地という立場でご

ざいます。真ん中に通ってます用水路を分けまし

て、海側につきましては、一般のトラック等の事

業用車両に、単年度契約ですが、月決めで暫定的

に借地さして借地収入を得てるというふうな状況

でございます。

後どうなるかということですけども、公社とい

たしましては、その辺の事業化の見込みにつきま

してはまだ立っていないという中で、暫定的に有

効な土地利用を図っていくという趣旨で、当面の

間は今のような形で管理をしていくということに

なろうかと思います。

以上です。



○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 土地の下落が続いとると

いうことなんですけど、実際持ってる公有地の明

細表で大体総額で１０７億円なんですけど、実勢

は――市が買うときはこの値段で買うかわからな

いんですけど、民間に例えばこの値段で払い下げ

るなんていうことは、ちょっと今の土地の値段を

見たらこんな高い土地買う人はないと思うんで、

実際どれぐらい下がるんですか。今、１０７億に

なっとるけど、実際の土地の価格は。

○議長（堀口武視君） 池上土地開発公社事務局長。

○都市整備部次長併土地開発公社事務局長（池上安

夫君） 公社全体で時価ですね、今の価格という

ことで、きちっとやる場合は当然鑑定書をすべて

とりましてやるんですけど、非常に膨大な費用が

かかりますので、そんなにしょっちゅうやれない

ということで、実は１４年の１０月１日現在の地

価が幾らになるかということで、鑑定書ではござ

いませんが、意見価格というような形で調査した

ことがございます。

平均しますと取得時の３分の１の地価になって

るという答えが出ております。時点が１４年１０

月１日ですので、推定といたしましては、それか

らまだ下落傾向が続いてますので、若干下がって

るというふうな状況です。

以上です。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） いやいや、するとこの１

０７億というのが３分の１、それぐらいの値段し

かないということやね。実際、不良債権みたいな

もんだけど、市の場合は都市整備公団みたいに３，

０００坪という土地をただでくれると、どっかへ

やるという、そんなことは市は当然できないんで、

市長にちょっとお伺いします。

これだけ土地が、１０７億が３分の１ぐらいの

価値しかないと。そうすると、結局市が引き取ら

なあかんと。民間でこんなん買う人ないし、こん

な値段で。そういう点で全部が処分できないと。

その点はどう――土地を計画的に買っていくと、

そういうことは市はできると。財政の力がある範

囲でいけるけど、そら全部は買われへんというこ

とになると、虫食い状態でたくさんの土地があり

－１８９－

ますわな。これ一体どういうふうに、こんなん民

間に売ると言ったって買う人ないと思うんで、全

部が全部市は買われへんし、その辺ちょっと最後

にお伺いしたいと思います。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そのうち大きな事業用地と

いうのは、先ほど言われました中央公園あるいは

砂川駅周辺ということになるんですが、道路用地

なんかは事業中でございますので、これは回転し

ていくというふうに考えてます。

一番大きい中央公園につきましては、当面本田

池と、この買いました部分を第１期という形で位

置づけておりまして、ただ、今の泉南市の状況で

はなかなか事業に着手できるという見込みはまだ

ついておりません。

ただ、今、合併協の中の新市建設計画、まちづ

くり計画を行っておりますが、その中の方へ、継

続ではありませんので、新規ですから若干後ろの

方に来るかもわかりませんが、この中央公園につ

いては記念公園的な形で我々としては盛り込んで

いきたいというふうに考えているところでござい

ます。

その他につきましては、個々それぞれ歴史もあ

り、当時の経緯もあるもんですから、なかなかそ

う簡単にいかない部分もございますけれども、順

次整理できる分は部分的に行ってきております。

ですから、砂川駅周辺でも以前買ったとこも若

干ではございますが、買い戻して道路の一部にし

たりとか、そういう形でやっておりますので、今

後とも市で使う部分と、それから場合によっては

もう売却ということも含めて検討いたしていくと

いうことで、公社の土地利用のあり方というのも

検討委員会もつくっておりますので、そこで鋭意

整理をして、そしてできるだけ減らしていくよう

にしたい。

今回、信達樽井線を事業化することによって、

かなりこれによってトータルとして減らせるとい

うことができておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

○議長（堀口武視君） ほかに。――――以上で本

２件に対する質疑を終結いたします。

以上で本２件の報告を終わります。



次に、日程第１７、議案第１号 泉南市固定資

産評価員の選任についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市固定資産評価員の選任につきま

して御説明を申し上げます。

議案書１０１ページをお開き願います。泉南市

固定資産評価員の辻 勇作氏より去る平成１６年

５月２４日付で退職の申し出がございましたので、

後任として泉南市助役である中谷 弘氏を最適任

者と認め選任いたしたく、地方税法第４０４条第

２項の規定により議会の御同意を賜りたく、お願

いするものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、１０３ペー

ジにお示しをしているとおりでございます。

以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。

御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（堀口武視君） 本件については、現在本市

の助役でありますところの中谷 弘君の一身上に

かかわる事件でありますので、中谷 弘君の除斥

を願います。

〔中谷 弘君退場〕

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論ありませんか。――――

討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１号は、原案のとおり同意することに

決しました。

中谷 弘君の入場を求めます。

〔中谷 弘君入場〕

○議長（堀口武視君） 次に、日程第１８、議案第

２号 住民投票の実施に係る投票管理者等の報酬

－１９０－

に関する臨時措置条例の制定についてを議題とい

たします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

案第２号、住民投票の実施に係る投票管理者等の

報酬に関する臨時措置条例について御説明申し上

げます。

議案書１０５ページをお開き願います。現行の

投票管理者等の報酬について規定する報酬及び費

用弁償条例は、公職選挙法に基づく一般選挙にの

み適用されるものでありますことから、泉南市の

合併についての意思を問う住民投票条例に基づく

住民投票を８月２２日に実施するに当たり、当該

住民投票に係る投票管理者等の報酬に関して報酬

及び費用弁償条例に準じた規定を新たに設けるた

め、本臨時措置条例を提案するものであります。

１０７ページをお開き願います。それぞれの職

における報酬額につきましては、投票所の投票管

理者が１万２，５００円、投票所の投票立会人のう

ち立ち会い時間が７時間を超える者が１万１，５０

０円、投票所の投票立会人のうち投票時間が７時

間以下の者は５，７５０円、期日前投票所の投票管

理者が１万１，５００円、開票管理者が１万２，５０

０円、開票立会人が１万１，５００円となっており

ます。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――大森議員。

○４番（大森和夫君） 投票所の数の――数という

か、ふやすところがあるのかね。新家はぜひふや

してほしいという話もあって、それに積極的な答

弁も市長の方からいただいてたと思うんですけど

も、この住民投票には関係ないのか。その点につ

いてお答えください。

○議長（堀口武視君） 大森議員、議案とちょっと

離れてますんで、これは報酬の件の審議でござい



ますので、その辺一度答弁だけいただいて、後お

願いいたします。谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 投票所の数につきまし

ては、変更なしということで考えております。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第２号は、

所管の総務文教常任委員会に付託いたします。

次に、日程第１９、議案第３号 泉南市被用者

保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する

条例を廃止する条例の制定についてから日程第２

３、議案第７号 泉南市身体障害者及び知的障害

者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてまでの以上５件を一括議題と

いたします。

ただいま一括上程いたしました議案５件につき

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。

中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま一括上程されまし

た議案第３号、泉南市被用者保険の被保険者等に

対する医療費の助成に関する条例を廃止する条例

から議案第７号、泉南市身体障害者及び知的障害

者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例までにつきまして順次御説明申し上げます。

まず、議案第３号、泉南市被用者保険の被保険

者等に対する医療費の助成に関する条例を廃止す

る条例につきまして御説明申し上げます。

議案書１０９ページをお開き願います。大阪府

医療費助成制度が改正されることに伴いまして、

被用者保険本人に対する障害者及び母子家庭医療

費の助成制度が、それぞれ泉南市身体障害者及び

知的障害者の医療費の助成に関する条例及び泉南

市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に基

づく助成制度に統合されるため、被用者保険本人

に対する医療費の助成について定めていた関係条

例を廃止するものであります。

次に、議案第４号、泉南市乳幼児医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例につきまして

御説明申し上げます。

議案書１１３ページをお開き願います。大阪府

医療費助成制度の改正に伴い、助成の範囲につい

－１９１－

て一部自己負担の導入を図る等の改正を行うため、

本条例を提案するものであります。

主な改正点につきましては、１１５ページから

１１６ページを御参照願います。第４条におきま

して、一部自己負担の導入を図り、３歳児までの

前期乳幼児については、保険診療医療費から一部

自己負担額を控除した額を助成し、３歳児から６

歳児までの後期乳幼児については、保険診療医療

費のうち入院に係る医療費から一部自己負担額を

控除した額を助成することとする改正を行うもの

であります。

一部自己負担額の詳細は、規則で定めることと

しておりますが、１医療機関当たり１日５００円

とし、その負担の限度は月２日までとすることか

ら、同一医療機関で１カ月１，０００円を限度とし

て負担していただくこととなるものであります。

また、その他の改正点につきましては、所要の

規定整理を行ったものであります。

次に、議案第５号、泉南市母子家庭の医療費の

助成に関する条例につきまして御説明申し上げま

す。

議案書１１７ページをお開き願います。大阪府

医療費助成制度の改正に伴い、泉南市被用者保険

の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例

による助成制度を適用していた被用者保険本人へ

の医療費助成を当該条例による医療費助成に組み

込むこととし、従来の母子家庭のほか父子家庭を

新たに対象に加え、またその助成の範囲について

も一部自己負担の導入を図る等の改正を行うため、

本条例を提案するものであります。

主な改正点につきましては、１１９ページから

１２３ページを御参照願います。第２条において

は、対象者の父子家庭を加える改正を行い、第２

条の２においては、従来の児童扶養手当法の適用

を受ける者を対象とし、同法による所得制限規定

が間接的に適用されていたものでありますが、今

回新たに同法に準じた所得制限規定を設けること

とし、第３条においては、被用者保険本人を新た

に対象に組み込み、あわせて助成の範囲について

一部自己負担を導入する改正を行ったものであり

ます。

なお、一部自己負担の詳細については、他の制



度と同様となっております。また、その他の改正

点につきましては、所要の規定整理をあわせて行

ったものであります。

次に、議案第６号、泉南市老人医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例につきまして御

説明申し上げます。

議案書１２５ページをお開き願います。大阪府

医療費助成制度の改正に伴い、医療費助成の受給

対象者の要件等について改正を行うため、本条例

を提案するものであります。

主な改正点につきましては、１２７ページから

１２８ページを御参照願います。第２条の対象者

の要件を規定する部分において、従来６５歳以上

から７０歳までの老人で、市民税が非課税の場合

について対象とされていたものを改め、６５歳以

上から７０歳までの老人で、身体障害者及び知的

障害者並びにひとり親家庭の父、母または養育者

として医療助成費を受けることができる者を対象

とする改正を行ったものであります。

その他の改正点につきましては、所要の規定整

理をあわせて行ったものであります。

なお、経過措置として、現に助成を受けている

者については、７０歳に到達するまでの間は、改

正前の対象者要件により助成を継続することとし

ております。

次に、議案第７号、泉南市身体障害者及び知的

障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について御説明申し上げます。

議案書１２９ページをお開き願います。大阪府

医療費助成制度の改正に伴い、泉南市被用者保険

の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例

による助成制度を適用していた被用者保険本人へ

の医療費助成を当該条例による医療費助成に組み

込むこととし、対象となる者の所得基準に変更を

加え、またその助成の範囲についても一部自己負

担の導入を図る等の改正を行うため、本条例を提

案するものであります。

主な改正点につきましては、１３１ページから

１３３ページを御参照願います。第２条において、

被用者保険本人を当該条例の対象者として組み込

む改正を行い、第２条の２においては、従来所得

が１，０００万円以内の者を対象としておりました

－１９２－

が、これを改め、規則で定めるところにより、所

得が４６２万１，０００円以内の者を対象とする改

正を行い、また第３条において、助成の範囲につ

いて一部自己負担を導入する改正を行ったもので

あります。

なお、一部自己負担の詳細については、他の制

度と同様となっております。また、その他の改正

点につきましては、所要の規定整理をあわせて行

ったものであります。

以上、本件の医療制度改正につきましては、議

案第３号から議案第７号までを簡単ではあります

が、まとめて説明さしていただきました。御承認

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

○議長（堀口武視君） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。――――成田議員。

○１８番（成田政彦君） 私は総務常任委員でもな

いし、産建委員でありますので、１点だけちょっ

とお伺いしたい。

老人医療の本体の問題なんですけど、今度非課

税世帯が撤廃されるんですけど、６５から６９歳

で大体何人ぐらいで、１人当たり大体年間どの程

度の負担額になるのか。

それから、非課税世帯はどの程度の収入の層ま

でこの９万円払わなきゃならなくなるのか。ちょ

っとその点教えてほしいんです。

○議長（堀口武視君） 高橋生活福祉課長。

○健康福祉部生活福祉課長（高橋 勇君） それで

は、成田議員の質問に対してお答えいたします。

まず、人数ですが、今現在、新規に６５歳以上

になる方が月平均１５人います。この制度を設け

ることにより、来年度より年１８０人程度が今ま

で２割負担を府、市で持っていた分が受けられな

くなり、すべて従来どおり３割負担となります。

金額についてですが、今、府、市で２割負担を

していたものが基本として６万３，０００円ほどの

金額になってます。それがすべて自己負担になる

ということで、自己負担金額が医療費が３割分で

９万円の支出になります。

非課税に対しての金額なんですけども、２人で

老年者の非課税世帯ということで、所得が１２５

万未満の者が非課税世帯となっております。

以上でございます。



〔成田政彦君「人数、非課税世帯の６５歳から

６９歳。今後新たに……」と呼ぶ〕

○議長（堀口武視君） 個々にやりとりしないでく

ださい。

○健康福祉部生活福祉課長（高橋 勇君） 非課税

世帯の人数ですか。――１６年度の試算で１，０７

０名。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） １２５万ぐらい、月に１

０万円ぐらいの収入の人が、新たに今までに６万

円に加わって９万円というんですから、実にこの

人たちの１０％近くが医療費として払わなあかん

と。これ一部負担の５００円は除きますので、こ

れは非常に大変な高齢者に対する負担になってく

ると。

今後、経過措置でちょっと若干あるんですけど、

平成１８年以降になるとかなりこのお金が浮いて

くるということで、最後に市長に、年間１２５万

の人が年間９万円の医療費を払わなあかんという

大変な状況になるんですけど、何か違う方法で―

―健康であれば医療にかからんで済むんですけど、

やっぱり健康を維持するために市としては施策、

平成１８年で２，６００万、平成１９年で３，４００

万、平成２０年で４，２００万市が負担せんで済む

ことになるんですけど、乳幼児とか母子とかには

余り変わらないんですね。一部負担５００円だけ

ど、特に老人に対しては非常に冷たい制度、今度

は極端に冷たいんですけど、若い母子とか乳幼児、

そういう世代については、少子・高齢化社会で府

もきちっと面倒見るんだけど、高齢者だけに対し

てこういう冷たい仕打ちをするんで、市として高

齢者については浮くんですかね。その点はどのよ

うに考えてますか。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回の改正によりまして、

府の負担率の問題もありますけれども、トータル

としては市の持ち出しが軽減されてくるというこ

とでございます。

ただ、それについては、今後は施策の方で対応

していこうというふうに考えておりまして、これ

はいわゆるビルド事業ということで、大阪府と、

－１９３－

それから市町村が一緒になりまして、今年度この

ビルド事業の計画をつくっていくということにな

っておりますので、その中から真に市民の皆さん

に活用いただけるような、あるいはためになるよ

うな、そういう施策を新たに次年度以降展開をし

てまいりたいと、そういう形で還元をしていくと

いう考えを持っております。

○議長（堀口武視君） 成田議員。３回目です。

○１８番（成田政彦君） 前回のときにもこの老人

保健の改悪のとき、平成１２年の２月ですか、メ

ニューを出して、僕もあのとき市長に質問したん

ですけど、３１事業かな。なかなか市で徘回事業

とか何か、余り適用されないような事業がかなり

あったもんで、今度ビルドやるなら具体的に多く

の人が利用できるような、そういう徘回とかほと

んど使ってないと聞いたもんで、そういう点で市

としても積極的に、使われんようなそんなん府が

つくるんじゃなくて、もっと多く利用できるよう

な制度を私はつくるべきだと思う。その点どうで

すか。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、市長会でも大阪

府が独自でこういうメニューをと出してきても、

市町村でそれが本当に必要なのかどうか、あるい

は利用があるのかどうかというのも検討しないと

いけないということで、府と市、町村もあります

が、そこから一緒になりまして、ビルド事業の施

策のメニューづくりといいますか、お互いに連携

しながら、本当の意味で活用に価するような、そ

ういうメニューをつくっていこうということで委

員会をつくっておりますので、我々府と市と一緒

になって今それを策定中ということでございます

んで、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（堀口武視君） ほかにありませんか。――

――以上で本５件に対する質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第３号から

議案第７号までの以上の５件は、所管の厚生消防

常任委員会に付託いたします。

次に、日程第２４、議案第８号 泉南市非常勤

消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といた

します。



議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

案第８号、泉南市非常勤消防団員に係る退職報償

金の支給に関する条例の一部を改正する条例につ

いて御説明申し上げます。

議案書１３５ページをお開き願います。消防団

員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行

令の一部を改正する政令が平成１６年３月２６日

に公布され、同年４月１日から施行されたことに

伴い、関係条例に所要の措置を講ずる必要から、

本条例を提案するものであります。

次に、１３７ページから１３８ページを御参照

願います。改正内容につきましては、非常勤消防

団員の処遇改善を図るため、別表中の退職報償金

の支給表において最高額であります３０年以上勤

務の者が団長である場合の９２万７，０００円を９

２万９，０００円に、最低額であります５年以上１

０年未満勤務の者が団員である場合の１４万２，０

００円を１４万４，０００円に一律２，０００円の引

き上げを行うものであります。

この条例の適用につきましては、平成１６年４

月１日以後に退職した非常勤消防団員について適

用するものであります。

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

ただいま議題となっております議案第８号は、

所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。

次に、日程第２５、議案第９号 泉南市火災予

防条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

－１９４－

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

案第９号、泉南市火災予防条例の一部を改正する

条例について御説明申し上げます。

議案書１３９ページをお開き願います。総務省

消防庁次長通知が発令されたことを受け、近年に

おける喫煙率の低下及び喫煙に関する社会情勢の

変化に対応する必要性から、消防長が指定する場

所の喫煙に係る措置を規定する部分について改正

を行うこととし、あわせて防火対象物の大規模化、

高層化、複雑多様化に伴い、さまざまな形態の劇

場等が建設されていることに対応する必要から、

客席及び避難通路に関する基準を定める規定につ

いても改正を行うため、本条例を提案するもので

あります。

改正内容につきましては、１４１ページから１

４２ページを御参照願います。

まず、第２３条第４項におきましては、従来防

火対象物の一部に適当な数の吸い殻容器を設置し

た喫煙所を設け、標識等を掲示しなければならな

いとされていたものを、近年の喫煙率の低下等を

勘案し、全面的に禁煙とし、喫煙所を設けないと

するか、適当な数の吸い殻容器を設置した喫煙所

を設けるかを選択できることとしたものでありま

す。

第５項におきましては、劇場等において喫煙所

を設ける場合でも、一部の階において全面的に禁

煙を確保するため、消防長が火災予防上必要と認

める措置を講じた階は、喫煙所を設けないことが

できるとしたものであります。

第６項におきましては、劇場等に設ける喫煙所

の床面積の合計を利用人員、その他の利用状況等

から判断して、火災予防上支障がないと認めると

きは、客席の床面積の３０分の１以上としなくて

もよいとしたものであります。

次に、第３５条及び第３６条につきましては、

さまざまな形態の劇場等の建設が見込まれること

から、劇場等の客席に関する基準を定める規定中

において、従来特定の事項についてのみ特例を定

めていた規定を削除し、新たに第３６条の２を新

設することにより、さまざまな基準に対して弾力

的に特例を適用し、多種多様な劇場等の客席形態



に対応できることとする改正を行うものでありま

す。

以上、簡単ではありますが、説明とさしていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――松本議員。

○１１番（松本雪美君） 喫煙に関してはかなり厳

しい対応をせねばならないというふうに法律が改

正されると、条例が改正されると、そういう状況

ですから、この泉南市で今度の条例を改正された

場合、それに適用する施設というのはどんな施設

があるのか。

それとも、例えば公民館やとか人がようけ集ま

る場所、例えば学校とか、そういう公民館や老人

集会場、文化ホール、あいぴあなど、そういう公

共施設ですね。それから、保健センターやとか、

そういう公共施設全般にわたって全部適用される

のかどうか、その辺についてお答えください。

○議長（堀口武視君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） お答えいたします。

この条例に係る部分ですけども、消防施行令の

別表第１に掲げる１項のイとしまして劇場、映画

館、演芸場または観覧場、ロとして公会堂または

集会場、４項の百貨店、マーケット、その他の物

品販売を営む店舗及び展示場、１６項の２の地下

街、１７項の文化財保護法に規定する重要文化財

の施設でございます。

本市の部分でございますけども、公共施設にお

きまして、文化ホール、あいぴあ、体育館等が含

まれるものと見込んでおります。市役所につきま

しては１５項だと思うんですけども、市役所は含

まれておりません。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） そうしますと、この条例

を適用する場所については、当然ここに今度の改

正にあるような形で喫煙所を設けるなどせねばな

らないというふうなことが起こってくるわけです

けども、理事者の方の対応としては、こういう厳

しい事態になったときにどういう形で対応されて

いかれるのかなと、そういうふうに思うんですよ。

－１９５－

大阪府下でも最近はこういう公共施設そのもの

は、学校なんかも含めまして、議会もそういうこ

とも含めまして全面禁煙になってるところが大分

ふえてきました。３８．６％まで４４市町のうち実

施されてるそうですわ。

そういう点では、この条例が制定されたのを機

会に、いろいろと喫煙、禁煙の事態をこの条例に

合わしたものに変えていくということで対応され

ていくべきだと思うんですけれども、答えていた

だくことはできるんでしょうかね。

○議長（堀口武視君） 西川消防長。

○消防長（西川勝文君） 再度の質問でございます

けども、この条例が改正されれば、市の担当員等

に消防本部に寄っていただきまして、この改正案

について説明いたしまして、施設改善をやってい

ただきたいと思っておりますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

ただいま議題となっております議案第９号は、

所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。

次に、日程第２６、議案第１０号 平成１６年

度大阪府泉南市一般会計補正予算（第２号）を議

題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（中野克己君）

〔議案書朗読〕

○議長（堀口武視君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。中谷助役。

○助役（中谷 弘君） ただいま上程されました議

案第１０号、平成１６年度大阪府泉南市一般会計

補正予算（第２号）につきまして御説明申し上げ

ます。

平成１６年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

を加える必要が生じたため、地方自治法第２１８

条第１項の規定により補正予算を調製し、同法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

のであります。

議案書の１４３ページをお開き願います。補正

内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ

２，５８５万６，０００円を追加し、歳入歳出の総額

をそれぞれ２１５億８，６４１万３，０００円とする



ものであります。

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

御説明申し上げます。

１４８ページをお開き願います。合併について

の意思を問う住民投票費の１，７７６万５，０００円

は、３市２町の枠組みでの合併に対して住民意思

を確認するための住民投票を単独で実施すること

による経費を補正するものであります。

次に、１４９ページをお開き願います。非常備

消防費の負担金、補助及び交付金１７万２，０００

円は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関

する法律施行令の一部改正により、同共済の掛金

が引き上げられたことによる経費を補正するもの

であります。

同じく指導費の報償費７０万円は、不登校、問

題行動などの未然防止、早期発見、早期対応など

学校運営の課題や児童虐待への対応等に関する調

査研究を実施するため、小学校に相談員を配置す

ることに要する経費を補正するものであります。

同じく公債費管理基金費の積立金７２１万９，０

００円は、箕面市から競艇事業収益に基づき寄附

されたものを基金に積み立てるため補正するもの

であります。

なお、歳入の明細につきましては１４７ページ

に記載のとおりであります。

以上、簡単でありますが、説明とさせていただ

きます。御承認賜りますようよろしくお願いを申

し上げます。

○議長（堀口武視君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

ただいま議題となっております議案第１０号は、

所管の総務文教常任委員会に付託いたします。

以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。

なお、次回本会議は来る２９日午前１０時から

継続開議いたしますので、よろしくお願いを申し

上げます。

本日はこれにて散会といたします。どうもお疲

れさまでございました。

午後２時６分 散会

（了）

－１９６－
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